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参考資料  

Ⅰ 策定体制と策定経緯                          

（１）策定体制 

本計画の策定体制については、「策定委員会」と「検討部会」が中心となって計

画づくりを行いました。市民の意見を十分に反映するために、「アンケート」「まち

づくり市民会議」「地域別まちづくり懇談会」などを適切な時期に行いました。各

会議の役割を明確にしながら、市民と行政の協働によって計画づくりを行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（策定委員会のメンバー） 

委員長 副市長 

委 員 総務部長 

委 員 市民部長 

委 員 健康福祉部長 

委 員 環境経済部長 

委 員 建設部長 

委 員 教育委員会事務局長 

委 員 上下水道局長 

委 員 市長公室次長 

委 員 建設部次長 

事 務 局 
役割：計画素案の作成、会議運営、スケジュール調整 

国・奈良県

アンケート 

パブリック

コメント 

ポスター 

セッション 

まちづくり市民会議 
役割：計画案の確認等  

地域別まちづくり懇談会
役割：地域課題の検討等 

 

計画案の作成 

策定委員会 
役割：計画案に対する承認・提言等 

検討部会 
役割：計画案の検討、情報交換等 

都市計画 

審議会 
市長 議会
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（２）策定経緯 

本計画の策定経緯については、案の作成を「検討部会」で行い、案に対する承認・

提言などを「策定委員会」で行うことを通じて策定しました。また、アンケート調

査、地域別まちづくり懇談会、まちづくり市民会議、パブリックコメントなどを通

じて、住民などの意向を踏まえた計画づくりを行いました。 

 
 計画のステップ 住民 行 政 

市民アンケート調査 
平成 23 年 10～11 月 

 

高校生アンケート調査 
平成 23 年 11 月 

 

 
都市計画審議会 

平成 23 年 11 月 29 日 

 
第 1 回 検討部会 
平成 24 年 1月 18 日 

ステップ 1 
・計画の準備 
・計画の基本的な事項
の確認 

・アンケート調査結果
の確認 

・課題の確認及び検討 

 
第 1回 策定委員会 
平成 24 年 1月 25 日 

 
第 2 回 検討部会 
平成 24 年 2月 28 日 

平
成
23
年
度 

ステップ 2 
・全体構想の確認及び
検討 

 
第 2回 策定委員会 
平成 24 年 3月 29 日 

地域別まちづくり懇談会 
（西中学校区） 

平成 24 年 5月 14 日 
 

地域別まちづくり懇談会 
（北中学校区） 

平成 24 年 5月 17 日 
 

地域別まちづくり懇談会 
（南中学校区） 

平成 24 年 5月 24 日 
 

地域別まちづくり懇談会 
（福住中学校区） 
平成 24 年 5月 31 日 

 

第 1 回 まちづくり市民会議 
平成 24 年 6月 7日 

 

 
第 3 回 検討部会 
平成 24 年 7月 2日 

 
第 4回 検討部会 
平成 24 年 7月 11 日 

 
第 3 回 策定委員会 
平成 24 年 8月 3日 

 
都市計画審議会 

平成 24 年 8月 16 日 

ステップ 3 
・地域別構想の確認及
び検討 

第 2回 まちづくり市民会議 
平成 24 年 9月 6日 

 

 
第 5 回 検討部会 
平成 24 年 10 月 3 日 

 
第 4回 策定委員会 
平成 24 年 10 月 22 日 

第 3回 まちづくり市民会議 
平成 24 年 11 月 5 日 

 

ステップ 4 
・実現化方策の確認及
び検討 

・マスタープラン（案）
の確認及び検討 

 
都市計画審議会 

平成 24 年 11 月 15 日 
パブリックコメント 

平成 24 年 12 月 17 日～ 
平成 25 年 1月 15 日 

 

 
第 5 回 策定委員会 
平成 25 年 2月（※） 

平
成
24
年
度 

ステップ 5 
・マスタープラン（案）
のとりまとめ 

 
都市計画審議会 

平成 25 年 2月 27 日 
（※）：第 5回策定委員会については、各策定委員との個別の審議によって、マスタープラン（案）

のとりまとめを行いました。 
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Ⅱ 用語集                                   

本計画で利用しているまちづくりに関わる主な用語について、その意味合いを整理し

ます。 

あ行                                            

オープンスペース 都市または敷地内で、建物の建っていない場所のことです。 

 

か行                                            

街路事業 主に市街地内において都市計画法に基づいた道路などを都市

計画事業として整備する事業のことです。 

環境ビジネス 地球規模の環境問題を背景として、自然環境の汚染防止、資源

の有効利用、新エネルギーの開発、廃棄物の再利用などに役立

つ製品やサービスを提供する事業のことです。 

換地処分 土地区画整理事業法などによって、従前の土地の権利を消滅さ

せ，その代わりに，従後の土地を与えたり、金銭をもって清算す

る行政処分のことです。 

グリット状 格子縞のように、複数の縦の線と横の線が交差した状態になっ

ているさまのことです。 

景観地区 市街地の良好な景観の形成を図るため、建築物の形態意匠、

建築物の高さ、壁面の位置、建築物の敷地面積について、ある

一定の制限が定められた地区のことです。 

建築協定 地権者間、又は地権者と開発業者の間でかわされる建築に関

する建築基準法による協定のことです。 

交通結節点 交通結節点は、複数あるいは異種の交通手段を相互に連絡す

る乗り換え・乗り継ぎ施設のことです 

コミュニティバス 交通不便地区における高齢者など、移動に制約のある人の生

活交通を確保するために、自治体などが運行するバスのことで

す。 
 

さ行                                            

市街化区域 「優先的に都市施設を整備し、建物を建てられる区域」として、都

市計画で定めた区域のことです。 

市街化調整区域 「農地などの環境保全を優先し、建物が建てられない区域」とし

て、都市計画で定めた区域のことです。 

史跡 我が国の歴史・文化を正しく理解する上で欠くことのできない学

術的価値の高い遺跡や古墳の事で、現状を保護保存するため、

現状変更行為を規制しています。 

自然環境 人工によらない、自然元来の構成物により形成される環境です

が、本計画では、農地や人工林などの自然的環境も含めるもの

とします。 

集約型の都市 

（コンパクトシティ） 

都市活動に必要な様々な都市機能を、コンパクトに集約したり、

交通ネットワークにより有機的に連携させることで、都市の持続

的な発展を目指した都市構造のことです。 
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人口集中地区（ＤＩＤ） 日本の国勢調査において設定される統計上の地区で、人口密度

が 1 平方キロメートルあたり 4,000 人以上の基本単位区が互いに

隣接して人口が 5,000 人以上となる地区のことです。 

水源涵養機能 主に森林土壌の働きにより、雨水を地中に浸透させ、ゆっくりと

流出させるため、洪水を緩和すると共に河川の流れを安定させ

る。また、森林から流出する水は濁りが少なく､適度にミネラルを

含み､中性に近い。このように､森林の存在が川の流量や水質を

人類社会にとって都合がよいように変えてくれる機能のことで

す。 

生活サービス機能 医療・福祉、買い物をはじめ地域における自立した生活に必要な

機能のことです。 

生産緑地地区 市街化区域内にある農地等について、その農業生産活動に裏付

けられた緑地機能に着目して、計画的に保全し、農林漁業と調

和のとれたうるおいのある都市環境の形成を図るために定めら

れた地区のことです。 
 

た行                                            

デマンド型乗合 

タクシー 

自宅や指定の場所から目的地まで、利用者の希望時間帯、乗

車場所などの要望（デマンド）に、バス並みの安価な料金で応え

る公共交通サービスのことです。 

地区計画 身近な生活空間について、特色のある良好なまちづくりをすすめ

るために、地区住民の意向を踏まえ、建物の建て方のルールな

どについてきめ細かく都市計画に定めた計画のことです。 

長寿命化 定期的な点検・修繕・改善など施設等の適切な維持管理を行い、

施設等を従来よりも長期にわたって有効に利用するための取り

組みのことです。 

特別緑地保全地区 都市計画区域内における良好かつ有益な自然環境であるものと

して、保全を図ることを都市計画で定めた地区のことです。 

都市機能 行政、教育、文化、医療・福祉、商業、工業などのサービスを提

供する機能や居住機能のことです。 

都市基盤 都市の骨格を形成し、円滑な都市活動を確保し、良好な環境を

維持するための道路、公園などの公共施設のことです。 

都市計画区域 都市生活や機能的な都市活動を確保するため、都市計画を策

定する区域。自然的・社会的条件等を勘案し、都市として総合的

に整備・開発及び保全する必要がある区域のことです。 

都市計画区域マスタ

ープラン 

都道府県が、一市町村を超える広域的見地から、都市計画区域

ごとに、その都市の将来像を明確にし、 その実現に向けた根幹

的な都市計画に関する基本的な方針を定めたものです。 

都市計画道路 安全で安心な市民生活と機能的な都市活動を確保するための

都市交通における最も基幹的な施設で、都市計画として定めら

れた道路のことです。 

土地区画整理事業 道路、公園などの公共施設の整備と同時に、土地の区画を整え

るまちづくりの事業のことです。 
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は行                                            

ハザードマップ 地震や洪水などの自然災害が起きたときの被害予測範囲や危

険箇所などをまとめた地図のことです。 

バリアフリー 高齢者・障害者等が社会生活をしていく上で障壁となるものを除

去すること、物理的、社会的、制度的、心理的な障壁、情報面で

の障壁などすべての障壁を除去するという考え方のことです。 

風致地区 樹林地、水辺地などで構成された良好な自然的景観を維持する

ために、建築物や樹木の伐採等の制限を都市計画に定めた地

区のことです。 

防火地域 市街地における火災の危険性を防ぐために、建物の構造に一定

の制限（耐火構造など）を設けた地域のことです。 
 

ま行                                            

埋蔵文化財包蔵地 文化財を包蔵する土地のことです。文化財が埋蔵されている土

地を遺跡といい、遺跡からは住居跡などの遺構がみつかりま

す。また、遺跡からは土器や石器などの遺物が出土します。これ

ら、「遺跡」・「遺構」・「遺物」を総称して埋蔵文化財といいます。 

街なみ環境整備事業 住宅が密集したり、生活道路等が未整備であったり、住宅など

が良好な美観を有していない区域において、街づくり協定に基づ

き、道路、集会所、公園などの地区施設、住宅や生活環境施設

の整備に対して、必要な事業や助成を実施する制度のことで

す。 
 

や行                                            

優良建築物整備事業 一定割合以上の空地の確保、土地利用の共同化、高度化など

に寄与する建築物等の整備に対して、共同通行部などの整備補

助を行い、市街地の環境改善、良好な市街地住宅の供給などを

総合的に促進する制度のことです。 

ユニバーサルデザイン あらかじめ、障がいの有無、年齢、性別、人種等にかかわらず多

様な人々が利用しやすいよう都市や生活環境をデザインする考

え方のことです。 

用途地域 土地利用計画の基本となるもので、良好な生活環境や適正な都

市機能を有する健全な市街地の形成を図るため、住居・商業・工

業といった地域の特性に応じた土地の使い方と建物の建て方の

ルールを都市計画として定めた地域のことです。 
 

ら行                                            

歴史的風土特別保存

地区 

歴史的風土保存区域の中でも特に重要となる地区のことです。 

歴史的風土保存区域 わが国固有の文化的遺産としての古都における歴史的風土を

保存するために必要な区域のことです。 

レクリエーション 休養、気晴らしのことです。 

 


